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Ⅰ. 制度の概要 

１ 介護予防・日常生活支援総合事業の全体像 

総合事業は、高齢者の介護予防と自立した日常生活の支援を目的とした事業で、「介護予防・生活支

援サービス事業」と「一般介護予防事業」の 2 つで構成されており、地域のニーズや実情に応じた多様なサ

ービスの提供が期待されています。富士見市では平成 29 年 4 月から本事業を開始しました。 

本手引きでは、介護予防・日常生活支援総合事業のうちの「介護予防・生活支援サービス事業」を「総

合事業」と記載します。 
 

 

2 富士見市における総合事業 

（１）総合事業の内容について 

総合事業の対象者 

・要支援１又は２の認定を受けた方 

・65 歳以上で「基本チェックリスト」により生活機能の低下がみられる方（以下「事業対象者」という） 

 

利用者負担について 

利用者負担については、介護給付と同じ１~3 割の負担割合となります（通所型サービス C のみ利用者の

自己負担はありません）。また、利用者負担が高額になった場合には、「高額介護予防サービス費」及び

「高額医療介護合算予防サービス費」に相当する事業も実施しています。 

＊下記はガイドラインより抜粋 
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給付制限について 

保険料滞納者への給付制限は、当面の間実施しません。 

 

利用限度額について 

要支援１・事業対象者  50,320 円  （令和３年度現在） 

要支援２・（事業対象者） 105,310 円  （令和３年度現在） 

 

 ＊事業対象者の利用限度額は、要支援１相当です。（ただしケアマネジメントにより必要性が認められた

場合は、要支援２相当とすることができる場合もありますが、必ず高齢者福祉課へご相談ください。） 

 ＊要支援者が予防給付と一緒に総合事業を利用する場合には、予防給付と総合事業を合わせた額で

限度額管理を行います。 

 

規則及び要綱について 

 富士見市における総合事業は、下記の規則及び要綱において規定しています。 

 ○富士見市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 

 ○富士見市介護予防・日常生活支援総合事業第一号事業者の指定等に関する規則 

 ○富士見市訪問型サービス基準要綱 

 ○富士見市通所型サービス基準要綱 

 ＊市ホームページ（トップ＞くらし・手続き＞保険・年金＞介護保険＞総合事業（事業者向け））に掲

載しています。 
 

（２）富士見市における総合事業の構成 

 

 

*総合事業の事業所一覧は、市ホームページ（（トップ＞くらし・手続き＞保険・年金＞介護保険＞市内

の介護サービス事業所＞総合事業のサービス提供事業所リスト）に掲載しています。 

 

訪問型サービス 訪問介護相当サービス A2 基準や報酬単価は国が示した基準に基づく 

（旧介護予防訪問介護に相当するサービス） 

訪問型サービスＡ A3 基準や報酬単価を一部緩和したもの 

通所型サービス 通所介護相当サービス A6 基準や報酬単価は国が示した基準に基づく 

（旧介護予防通所介護に相当するサービス） 

通所型サービスＡ A7 基準や報酬単価を一部緩和したもの 

通所型サービス C  専門職による短期集中のプログラム 
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Ⅱ. 基準について 
基準に関しては、以下別紙もあわせてご参照ください。 

別紙 1-1 「訪問介護と訪問型サービスを一体的に実施する場合・単独実施の場合の基準(人員)」 

別紙１-2 「訪問介護と訪問型サービスを一体的に実施する場合・単独実施の場合の基準(設備・運営)」 

別紙１-3 「通所介護と通所型サービスを一体的に実施する場合・単独実施の場合の基準(人員)」 

別紙１-4 「通所介護と通所型サービスを一体的に実施する場合・単独実施の場合の基準(設備・運営)」 

別紙 1-5 「通所型サービス A と一体的に実施した場合の必要人員早見表」 
 

１ 相当サービスの基準等（訪問・通所） 

訪問介護相当サービス（Ａ２）、通所介護相当サービス（Ａ６）の基本方針 

平成 29 年 3 月以前の介護予防給付に相当するサービスであり、国が示した基準に基づいています。2 市

1 町（富士見市、ふじみ野市、三芳町）に所在する新規事業所については、後述のサービス A の指定を

推奨しております。（2 市 1 町以外に所在する事業所については、その限りではありません。） 
 

利用対象者 ・要支援１・２、事業対象者の方で、特段の事情がある場合のみ（ケアマネジメントによる

判断が必要です） 

※新規利用者に対するサービス提供は原則、サービスＡ(A3/Ａ7)の事業所が行います。

そのため、新規利用者の相当サービス(A2/A6)は想定していません。 

人員基準 

設備基準 

運営基準 

国が示した基準に基づく。 

(例) 

訪問 ・訪問介護員は常勤換算で 2.5 人以上 ・提供時間及び「身体」「生活」の区分なし 

通所 ・(地域密着型）通所介護と一体的に実施の場合、「定員」は両サービスの合算人数 

※その他、別紙 1-1、1-2、1-3、1-4、1-5、基準の一覧表を参照してください。 

報酬 国が示した報酬に基づく。（基本的に月額包括報酬のみ） 

※報酬イメージについては、８ページをご参照ください。 

※単位数の詳細については、「総合事業サービスコード表」（市ホームページに掲載：トップ＞くらし・

手続き＞保険・年金＞介護保険＞事業所の方へ・総合事業（事業者向け））を参照してくださ

い。 

新規指定について ■2 市 1 町（富士見市、ふじみ野市、三芳町）に所在する新規事業所 

…相当サービス(A2/A6)ではなく、基本的にサービスＡを推奨しています。 

■2 市 1 町以外に所在する事業所…相当サービス(A2/A6)で指定します。 

 「特段の事情」とは？      

・ これまでも相当サービスを利用しており、利用継続が必要な場合 

・ 他サービスの利用が困難な場合 

・ 退院直後や認知症等により専門的な対応が必要な場合等 
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２ サービス A の基準等（訪問・通所） 

訪問型サービス A（Ａ３）、通所型サービスＡ（Ａ７）の基本方針 

サービス A は事業参入拡大や多様なサービス提供を目指し、市独自に人員・運営などの基準を緩和したサ

ービスです。新規利用者はサービス A の利用を想定しています。 

 

利用対象者 ・要支援１・２、事業対象者 

（※新規利用者はサービス A の利用を想定しています） 

人員基準 

設備基準 

運営基準 

緩和基準を設け、緩やかな基準でも運営ができるよう設定。 

２市１町（富士見市、ふじみ野市、三芳町）で統一。 

(例) 

訪問  ・提供時間（20~45 分、45 分以上）に応じた費用負担、1 回ごとの利用も可 

・生活援助であれば、市が規定する研修修了者（「入門的研修」「サービスＡにおけ

る訪問介護従事者研修」を修了した者。以下「市認定者」とする。）によるサービス

提供も可能 

通所 ・提供時間（3~5 時間、5 時間以上）に応じた費用負担 

・提供回数（週 1 回、週 2 回）に応じた費用負担（要支援２でも週 1 回を選択可） 

・事業所ごとの特徴に応じた加算（送迎の有無の選択が可能など） 

・総合事業のみ単独実施の場合、面積要件を緩和（３㎡/人→2.5 ㎡/人） 

・(地域密着型)通所介護と一体的に実施する場合においては、（地域密着型）通

所介護と通所型サービス A のそれぞれにおいて「定員」を定める必要あり（そのため既

に（地域密着型）通所介護の指定を受けている場合は、定員の変更が必要となる

場合があります）。 

※別紙 1-1、1-2、1-3、1-4、1-5、基準の一覧表を参照してください。 

報酬 ・２市１町（富士見市、ふじみ野市、三芳町）にて統一した単位設定。 

（月額包括報酬の他に、回数による報酬等があります） 
 

・人員・運営の緩和基準を設け、基本報酬は緩やかな基準で運営した場合の最低報酬

です。その上で、国基準である相当サービスと同等の質を確保した場合、加算による追

加報酬となり、同等程度の報酬となります。 
 

※報酬イメージについては、8 ページをご参照ください。 

※単位数の詳細については、「総合事業サービスコード表」（市ホームページ掲載：トップ＞くらし・手続き

＞保険・年金＞介護保険＞事業所の方へ・総合事業（事業者向け））をご参照ください。 

※富士見市・三芳町は 6 級地、ふじみ野市は 5 級地になります。 
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新規指定について ■2 市 1 町（富士見市、ふじみ野市、三芳町）に所在する新規事業所 

…サービスＡを推奨しています。 

■2 市 1 町以外に所在する事業所…相当サービス(A2/A6)で指定します。 

 

３ 通所型サービス C の基準等 

通所型サービスＣの基本方針 

通所型サービス C は、住み慣れた地域で自立した生活を続けていけるよう、状態を改善するための目標を設定

し、保健・医療の専門職等が実施する運動機能向上プログラムに週 1～2 回通いながら 3～6 か月間の短期

集中で実施するものです。（利用者の自己負担はありません。）そのため、通所型サービス C は、継続して繰り

返し通うサービスではありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

利用対象者 ・要支援１・２、事業対象者 

人員基準 ・保健師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、歯科衛生

士、柔道整復師、鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師、健康運動指導士として公益財団

法人健康・体力づくり事業団から登録を受けた者、その他の保健又は医療の専門職に相

当するものとして市長が認めた者 

設備基準 当該サービスの提供に必要な場所並びに設備及び備品等 

報酬 委託料として 1 回あたり 3,520 円（税込み） 

新規事業について 市との委託契約となり、年度ごとに見直します。 

新規にサービスの提供をご希望の方は、高齢者福祉課までお問い合わせください。 
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Ⅲ. 報酬・加算について 

１ 報酬の設定イメージ  

サービスＡでは、人員・運営の緩和基準を設け、基本報酬は緩やかな基準で運営した場合の最低報酬と

しています。その上で、国基準と同等の質を確保した場合、加算によって追加報酬が得られ、相当サービスと

同等程度の報酬となります。（※下記は、令和３年 4 月 1 日現在の単位数です。） 

 

 

  

人員配置加算・通所型Ⅰ 

100 単位/月 

送迎加算 

    片道 25 単位×往復×月 4 回 

＝200 単位/月 

人員緩和 

 

運営緩和 

 

個別サービス計画加算 

70 単位/月 

＜週 1 回程度＞ 

通所型独自サービス１ 

 

1,672 単位/月 

 

 

 

＜週 1 回程度＞ 

通所型Ⅰb（5 時間以上） 

 

1,302 単位/月 

 

最低基準の設定 

運営緩和 

 

加
算
に
て
評
価 

各種加算 
・処遇改善加算 

・サービス提供体制加算 等 
各種加算 

基本報酬は緩やかな

基準で運営した場合

の最低報酬となる。 

＜通所介護相当サービス（A6）＞ ＜通所型サービスＡ（A7）＞ 

基
本
報
酬 

合計 1,672 単位/月 

＜週 1 回程度＞ 

訪問型独自サービスⅠ 

 

1,176 単位/月 

＜週 1 回程度＞ 

訪問型Ⅰb（45 分以上） 

1,096 単位/月 

人員緩和 

サービス提供責任者資格加算 

20 単位/回×月 4 回 

＝80 単位/月 

 

加
算
に
て
評
価 

各種加算 ・処遇改善加算 等 各種加算 

＜訪問介護相当サービス（A2 ）＞ ＜訪問型サービスＡ（Ａ３）＞ 

基
本
報
酬 

合計 1,176 単位/月 

通所型の場合          

訪問型の場合       



9 

 

２ 訪問型サービス 

（1）訪問型サービスの報酬について （※下記は、令和 3 年 4 月 1 日現在の単位数です。） 

 

 

  
・月額制を維持しつつ、多様な提供方法確保のため 

1 回ごとの単位を設定（ただし A2 相当が上限） 

・真に必要なサービス提供に繋げるため、また効率性を確

保するため短時間の区分を設定 

・有資格者/市認定者（※１）の２区分に設定  

請求コード：「A3」から始まるコード 

 

基本部分 対象者 報酬 

訪問型Ⅰa 
（20 分以上 45 分未

満） 
週
１
回
程
度 

事業対象者 
要支援１ 

要支援２ 

891（668） 

単位/月 

訪問型Ⅰb 
（45 分以上） 

1,096（820） 

単位/月 

訪問型Ⅱa 
（20 分以上 45 分未

満） 週
２
回
程
度 

事業対象者 
要支援１ 

要支援２ 

1,780

（1,335） 

単位/月 

訪問型Ⅱb 
（45 分以上） 

2,189

（1642） 

単位/月 

訪問型Ⅲc 
（20 分未満） 

１
回
あ
た
り 

事業対象者 
要支援１ 
要支援２ 

167（125）

単位 

訪問型Ⅲa 
（20 分以上 45 分未

満） 
218（164） 

単位/回 

訪問型Ⅲb 
（45 分以上） 

268（201） 

単位/回 

基本部分 対象者 報酬 

訪問型 

独自 

サービス 

Ⅰ 

週

１

回

程

度 

事業対象者 

要支援１ 

要支援２ 
１月につき 

1,176 単位 

訪問型 

独自 

サービス 

Ⅱ 

週

２

回

程

度 

事業対象者 

要支援１ 

要支援２ 
１月につき 

2,349 単位 

訪問型 

独自 

サービス 

Ⅲ 

週

２

回

を

超

え

る 

要支援２ 

 
（事業対象者  

※２）  

 

１月につき 

3,727 単位 

 

訪問介護相当サービス（Ａ２） 訪問型サービスＡ（Ａ３） 

・国基準の設定 

・1 回ごとの単位数は使用できません。 

（回数制などの柔軟な利用は、サービスＡ

にて想定しています。） 

 

請求コード：「A2」から始まるコード 

・市認定の単位は（ ）内に標記 

 

※以下は、市ホームページに掲載しておりますので、ご確認ください。 

（トップ＞くらし・手続き＞保険・年金＞介護保険＞事業所の方へ・総合事業（事業者向け）） 

「総合事業サービスコード表」・・・単位数の詳細 

「総合事業単位数表マスタ(CSV)」・・・事業所の請求ソフトに取込みの上、請求してください。請求ソ

フトの対応につきましては、各システム会社にお問い合わせください。 

 

※１ 市認定者とは、市が規定する研修修了者（「入門的研修」 「富士見市

訪問型サービスＡにおける訪問介護従事者研修」を修了した者）を指しま

す。 

 

※２ 事業対象者の週２回を超えた利用は、基本的に想定して
いません。ただしケアマネジメントにより必要性が認められた場
合に例外的に可能な場合があるので、その際は必ず高齢者

福祉課にお問い合わせください。 

 

・A2,A3 ともに、令和 3 年 4 月 1 日～9 月 30 日の間は、所定単位数の 1/1000 に相当する単位数を算定します。 
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（2）訪問型サービスの加算について 

 訪問介護相当サービス（Ａ２）の加算一覧  （※下記は、令和３年 4 月 1 日現在の単位数です。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

訪
問
介
護
相
当
サ
ー
ビ
ス
（
Ａ
２
） 

各
種
加
算 

種類 単位数 備考 

初回加算 200 単位/月 

事業所において、新規に訪問型サービス計画を作成した利用

者に対して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の訪問

介護相当サービスを行った日の属する月に訪問介護相当サー

ビスを行った場合又は当該事業所のその他のサービス従事者

が初回若しくは初回の訪問介護相当サービスを行った際にサー

ビス提供責任者が同行した場合は、１月につき所定単位数を

加算する。 

生活機能向上連携加算Ⅰ 100 単位/月 

サービス提供責任者が、指定介護予防訪問リハビリテーション

事業所、指定介護予防通所リハビリテーション事業所又はリハ

ビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法

士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能

の向上を目的とした訪問介護相当サービス計画を作成し、当

該訪問型サービス計画に基づく訪問介護相当サービスを行っ

たときは、初回の当該訪問介護相当サービスが行われた日の

属する月に、所定単位数を加算する。 

生活機能向上連携加算Ⅱ 200 単位/月 

利用者に対して、指定介護予防訪問リハビリテーション事業

所、指定介護予防通所リハビリテーション事業所又はリハビリ

テーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法

士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定介護予防訪問リ

ハビリテーション、指定介護予防通所リハビリテーション等の一

環として当該利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責

任者が同行する等により、当該医師、理学療法士、作業療

法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共

同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした訪問型サー

ビス計画を作成した場合であって、当該医師、理学療法

士、作業療法士又は言語聴覚士と連携し、当該訪問型サ

ービス計画に基づく訪問介護相当サービスを行ったときは、初

回の当該訪問介護相当サービスが行われた日の属する月以

降３月の間、１月につき所定単位数を加算する。ただし、

加算Ⅰを算定している場合は、算定しない。 

処遇改善加算Ⅰ 
所定単位数×

137／1000 
別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の

賃金の改善等を実施しているものとして市に届け出た訪問介

護相当サービス事業所が、利用者に対し、訪問介護相当サー

ビスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1 月につ

き左欄に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、左

欄に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、左

欄に掲げるその他の加算は算定しない。 

処遇改善加算Ⅱ 
所定単位数×

100／1000 

処遇改善加算Ⅲ 
所定単位数×

55／1000 

特定処遇改善加算Ⅰ 
所定単位数×

63／1000 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等

の賃金の改善等を実施しているものとして市に届け出た訪問

介護相当サービス事業所が、利用者に対し、訪問介護相当

サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１月

につき左欄に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただ

し、左欄に掲げるいずれかの加算を算定している場合において

は、左欄に掲げるその他の加算は算定しない。 

特定処遇改善加算Ⅱ 
所定単位数×

42／1000 
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訪問型サービスＡ（Ａ３）の加算一覧   （※下記は、令和３年 4 月 1 日現在の単位数です。） 

 

  

訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
Ａ
（
Ａ
３
）
各
種
加
算 

種類 単位数 備考 

初回加算 200 単位/月 訪問介護相当サービスの基準に準ずる。 

サービス提供責任者 

資格加算Ⅰ 

20 単位/回 

（※訪問型サービスⅢは算

定不可） 

事業所において、訪問型サービス基準要綱第５

条第４項に規定するサービス提供責任者を配置

している場合は、１回につき所定単位数を加算

する。ただし、訪問型Ⅰを算定する場合は４回、

訪問型Ⅱを算定する場合は８回を上限とし、訪

問型Ⅲを算定する場合においては、算定しない。 

処遇改善加算Ⅰ 
資格あり  40 単位 /回 

市認定者 32 単位/回 
訪問介護相当サービスの基準に準ずる。 

訪問型Ⅰ 上限 ４回 

訪問型Ⅱ 上限 ９回 

訪問型Ⅲ 上限  ５回  

処遇改善加算Ⅱ 
資格あり  29 単位/回  

市認定者 23 単位/回 

処遇改善加算Ⅲ 
資格あり  16 単位 /回 

市認定者 13 単位/回 

特定処遇改善加算Ⅰ 
資格あり  18 単位/回 

市認定者 14 単位/回 
訪問介護相当サービスの基準に準ずる。 

訪問型Ⅰ 上限 ４回 

訪問型Ⅱ 上限 ９回 

訪問型Ⅲ 上限  ５回  特定処遇改善加算Ⅱ 
資格あり  12 単位/回 

市認定者 10 単位/回 

＊訪問介護相当サービスを準用する場合、「訪問介護相当サービス」とあるのは「訪問型サービスＡ」と読み替えるものとする。 
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３ 通所型サービス 

（1）通所型サービスの報酬について  （※下記は、令和３年 4 月 1 日現在の単位数です。） 

 

 

  

基本部分 対象者 頻度 報酬 

通所型Ⅰa 

（3 時間以上

5 時間未満） 事業対象者 

要支援１ 

要支援２ 

週１回

程度 

1 月につき 

1,182 単位 

（275 単位/回） 

通所型Ⅰb 

（5 時間以上） 

1 月につき 

1,302 単位 

（303 単位/回） 

通所型Ⅱa 

（3 時間以上

5 時間未満） 

要支援２ 

 

（事業対象者  

※２）  

 

週２回

程度 

1 月につき 

2,464 単位 

（287 単位/回） 

通所型Ⅱb 

（5 時間以上） 

1 月につき 

2,713 単位 

（315 単位/回） 

 

基本部分 対象者 報酬 

通所型 

独自 

サービス 1 

事業対象者 

要支援１ 

１月につき

1,672 単位 

通所型 

独自 

サービス 2 

要支援２ 

 

（事業対象者  

※２）  

 

１月につき

3,428 単位 

 

通所介護相当サービス（Ａ６） 通所型サービスＡ（Ａ７） 

※１ 定員超過の場合、看護・介護職員が欠員の場合は別途、単位の設定（右

記の 70%相当）があります。 

・送迎については、必要な人に手当するため基本報酬から除き、加算対応。 

・短時間の区分、1 回ごとの単位を設定あり（ただし A6 相当が上限） 

・要支援２でも週１回程度の利用の場合、低料金での利用が可能。 
 

請求コード：「A7」から始まるコード 

 

・国基準の設定 

・1 回ごとの単位数は使用できません。 

（回数制などの柔軟な利用は、サービ

スＡにて想定しています。） 

請求コード：「A6」から始まるコード 

 

※以下は、市ホームページに掲載しておりますので、ご確認ください。 

（トップ＞くらし・手続き＞保険・年金＞介護保険＞事業所の方へ・総合事業（事業者向け）） 

「総合事業サービスコード表」・・・単位数の詳細 

「総合事業単位数表マスタ(CSV)」・・・事業所の請求ソフトに取込みの上、請求してください。請求ソフトの対

応につきましては、各システム会社にお問い合わせください。 

 

※２ 事業対象者の週２回の利用は、基本的に想定していま
せん。ただしケアマネジメントにより必要性が認められた場

合に例外的に可能な場合があるので、その際は必ず高齢
者福祉課にお問い合わせください。 

 

・A6,A7 ともに、令和 3 年 4 月 1 日～9 月 30 日の間は、所定単位数の 1/1000 に相当する単位数を算定します。 
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（2）通所型サービスの加算について 

通所介護相当サービス（Ａ６）の加算一覧  （※下記は、令和 3 年 4 月 1 日現在の単位数です。）  

通
所
介
護
相
当
サ
ー
ビ
ス
（
Ａ
６
）
各
種
加
算 

種類 単位数 備考 

生活機能向上 

グループ加算 
100 単位/月 

次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市に届け出て、利用

者の生活機能の向上を目的として共通の課題を有する複数の利用者か

らなるグループに対して実施される日常生活上の支援のための活動（以

下「生活機能向上グループ活動サービス」という。）を行った場合は、１

月につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、同月中に利

用者に対し、運動器機能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加

算又は選択的サービス複数実施加算のいずれかを算定している場合は、

算定しない。 

(1) 生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員その他事業

所の通所介護相当サービスの従業者が共同して、利用者ごとに生活機

能の向上の目標を設定した個別サービス計画を作成していること。 

(2) 個別サービス計画の作成及び実施において利用者の生活機能の向

上に資するよう複数の種類の生活機能向上グループ活動サービスの項目

を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が増進され

るよう利用者を援助し、利用者の心身の状況に応じた生活機能向上グ

ループ活動サービスが適切に提供されていること。 

(3) 利用者に対し、生活機能向上グループ活動サービスを１週につき１

回以上行っていること。 

運動器機能向

上加算 
225 単位/月 

次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市に届け出て、利用

者の運動器の機能向上を目的として個別的に実施される機能訓練であ

って、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの

（以下「運動器機能向上サービス」という。）を行った場合は１月につき

所定単位数を加算する。 

(1) 専ら通所介護相当サービスの職務に従事する理学療法士、作業療法

士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧

師、はり師又はきゅう師（はり師及びきゅう師については、理学療法士、

作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサ

ージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で６月

以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。）

（以下「理学療法士等」という。）を１名以上配置していること。 

(2) 利用者の運動器の機能を利用開始時に把握し、理学療法士等、介

護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、運動器機能向上

計画を作成していること。 

(3) 利用者ごとの運動器機能向上計画に従い理学療法士等、介護職員

その他の職種の者が運動機器機能向上サービスを行っているとともに、

利用者の運動器の機能を定期的に記録していること。 

(4) 利用者ごとの運動機器機能向上計画の進捗状況を定期的に評価して

いること。 

(5) 定員超過となっていないこと。 

 

若年性認知症 

利用者受入加

算 

240 単位/月 

受け入れた若年性認知症利用者（介護保険法施行令（平成１０年

政令第４１２号）第２条第６号に規定する初老期における認知症に

よって要支援者となった者をいう。）ごとに個別の担当者を定め、通所介

護相当サービスを行った場合に１月につき所定単位を加算する。 
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通
所
介
護
相
当
サ
ー
ビ
ス
（
Ａ
６
）
各
種
加
算 

種類 単位数 備考 

栄養アセスメン

ト加算 

 

（R3.4 月新設） 

50 単位/月 

次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市に届け出た通所型

サービス事業所において、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と

共同して栄養アセスメント（利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決

すべき課題を把握することをいう。以下同じ。）を行った場合は、１月に

つき所定単位数を加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算又は

選択的サービス複数実施加算の算定に係る栄養改善サービスを受ける

間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。 

(1) 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を１

名以上配置していること。 

(2) 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その

他の職種の者が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又は

その家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応するこ

と。 

(3) 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理

の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施の

ために必要な情報を活用していること。 

(4) 定員超過となっておらず、看護職員若しくは介護職員の員数が人員欠

如となっていないこと。 

栄養改善加算 200 単位/月 

次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市に届け出て、低栄

養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用

者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事

相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に

資すると認められるもの（以下「栄養改善サービス」という。）を行った場

合は、１月につき所定単位数を加算する。ただし、当該利用者が栄養

改善加算又は選択的サービス複数実施加算の算定に係る栄養改善サ

ービスを受ける間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月

は、算定しない。 

(1) 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を１

名以上配置していること。 

(2) 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同し

て、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計

画を作成していること。 

(3) 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅

を訪問し、管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利

用者の栄養状態を定期的に記録していること。 

(4) 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。 

(5) 定員超過となっておらず、看護職員若しくは介護職員の員数が人員

欠如となっていないこと。 
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通
所
介
護
相
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６
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各
種
加
算 

種類 単位数 備考 

口腔機能向上加算

Ⅰ 

（R3.4 月変更） 

150 単位/月 

次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市に届け出

て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者

に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的

に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能

に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態

の維持又は向上に資すると認められるもの（以下、「口腔機能向

上サービス」という。）を行った場合は、当該基準に掲げる区分に

従い、１月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。た

だし、左欄に掲げるいずれかの加算を算定している場合において

は、左欄に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置して

いること 

⑵ 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯

科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の

者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作

成していること。 

⑶ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚

士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービスを行って

いるとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。 

⑷ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定

期的に評価すること。 

⑸ 定員超過になっていないこと。 
 

 

口腔機能向上加算（Ⅱ）は次の基準にも適合していること。 

⑹ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生

労働省に提出し、口腔機能向上サービスの実施に当たって、当該

情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必

要な情報を活用していること。 

口腔機能向上加算

Ⅱ 

（R3.4 月変更） 

160 単位/月 

選択的サービス複数

実施加算Ⅰ 
480 単位/月 

次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市に届け出た

事業所が、利用者に対し、運動器機能向上サービス、栄養改善

サービス又は口腔機能向上サービス（以下「選択的サービス」とい

う。）のうち複数のサービスを実施した場合に、１月につき所定単

位数を加算する。ただし、運動器機能向上加算、栄養改善加算

又は口腔機能向上加算を算定している場合は、左欄に掲げる加

算は算定しない。また、左欄に掲げるいずれかの加算を算定してい

る場合においては左欄に掲げるその他の加算は算定しない。 

(1) 選択的サービス複数実施加算Ⅰ 

ア 選択的サービスのうち、２種類のサービスを実施していること。 

イ 利用者が通所介護相当サービスの提供を受けた日において、

当該利用者に対し、選択的サービスを行っていること。 

ウ 利用者に対し、選択的サービスのうちいずれかのサービスを１

月につき２回以上行っていること。 

 (2) 選択的サービス複数実施加算Ⅱ 

ア 選択的サービスのうち３種類のサービスを実施していること。 

イ (1)イ及びウの基準に適合すること。 

選択的サービス複数

実施加算Ⅱ 
700 単位/月 
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通
所
介
護
相
当
サ
ー
ビ
ス
（
Ａ
６
）
各
種
加
算 

種類 単位数 備考 

事業所評価加算 120 単位/月 

次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市に届け出た事業所

において、評価対象期間（当該加算を算定する年度の初日の属する年

の前年の１月から１２月までの期間（基準に適合しているものとして届け

出た年においては、届出の日から同年１２月までの期間））の満了日の

属する年度の次の年度内に限り、１月につき所定単位数を加算する。 

(1) 運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サ

ービス（以下「選択的サービス」という。）を行っていること。 

(2) 評価対象期間における通所介護相当サービスの利用実人数（要支

援認定者に限る。）が 10 名以上であること。 

(3) 評価対象期間における当該通所介護相当サービスの提供する選択

的サービスの利用実人数（要支援認定者に限る。）を当該事業所の

利用実人数（要支援認定者に限る。）で除して得た額が０．６以

上であること。 

(4) イの規定により算定した数をアに規定する数で除して数が 0.7 以上で

あること。 

 ア 評価対象期間において、当該事業所の提供する選択的サービスを３ヶ

月以上利用し、かつ、当該サービスを利用した後、要支援更新認定等を

受けた者の数 

イ 選択的サービスを利用した後、要支援更新認定等において、前の要

支援状態区分と比較して、要支援状態区分に変更がなかった者の数

に、要支援更新認定等の前の要支援状態区分が要支援２の者であっ

て、要支援更新認定等により要支援１又は非該当と判定されたもの又

は要支援更新認定等の前の要支援状態区分が要支援１の者であっ

て、要支援更新認定等により非該当と判定されたものの人数の合計に２

を乗じて得た数を加えたもの。 

サービス提供 

体制加算Ⅰ 

（R3.4 月変更） 

通所型１： 

88 単位/月 

通所型２： 

176 単位/

月 

次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市に届け出た事業所
が、利用者に対し通所介護相当サービスを行った場合は、当該基準に掲
げる区分に従い、利用者の区分に応じて１月につき所定単位数を加算
する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、
次に掲げるその他の加算は算定しない。 

・ サービス提供体制強化加算Ⅰ 次のいずれにも適合すること。 

ア 次のいずれかに適合すること。 

(1) 通所介護相当サービス事業所の介護職員の総数のうち、介護福
祉士の占める割合が 100 分の 70 以上であること。 

（2）通所介護相当サービス事業所の介護職員の総数のうち、勤続年
数 10 年以上の介護福祉士の占める割合が 100 分の 25 以上であ
ること。 

イ 定員超過となっていないこと。 
 

・サービス提供体制強化加算Ⅱ 次のいずれにも適合すること。 

ア 通所介護相当サービスの介護職員の総数のうち、介護福祉士の占
める割合が 100 分の 50 以上であること。 

イ 定員超過となっていないこと。 
 

・ サービス提供体制強化加算Ⅲ 次のいずれにも適合すること。 

ア 次のいずれかに適合すること。 

(1)指定通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占
める割合が 100 分の 40 以上であること。 

（2）通所介護相当サービスを利用者に直接提供する職員の総数のう
ち、勤続年数７年以上の者の占める割合が 100 分の 30 以上であ
ること。 

イ 定員超過となっていないこと。 

サービス提供 

体制強化加算Ⅱ 

（R3.4 月変更） 

通所型１： 

72 単位/月 

通所型２： 

144 単位/

月 

サービス提供 

体制強化加算Ⅲ 

（R3.4 月変更） 

通所型１： 

24 単位/月 

通所型２： 

48 単位/月 
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種類 単位数 備考 

生活機能向上連携

加算Ⅰ 

（R3.4 月新設） 

100 単位/月 

次に掲げる基準に適合しているものとして市に届け出た事業所
において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価
を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基
準に掲げる区分に従い、加算（Ⅰ）については利用者の急性
増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き３
月に１回を限度として、１月につき、加算（Ⅱ）については１
月につき、左欄に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただ
し、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、
次に掲げるその他の加算は算定しない。また、運動器機能向上
加算を算定している場合、加算（Ⅰ）は算定せず、加算
（Ⅱ）は１月につき 100 単位を所定単位数に加算する。 
 

・生活機能向上連携加算（Ⅰ） 次のいずれにも適合すること 

ア 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーショ
ン事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師（以下、
「理学療法士等」という。）の助言に基づき、通所介護相当サ
ービス事業所の機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活
相談員その他の職種の者（以下「機能訓練指導員等」とい
う。）が共同して利用者の身体状況等の評価及び個別機能訓
練計画の作成を行っていること。 

イ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活
機能の向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練
指導員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に
提供していること。 

ウ アの評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を３
月ごとに１回以上評価し、利用者又はその家族に対し、機能
訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必
要に応じて訓練内容の見直し等を行っていること。 
 

・生活機能向上連携加算（Ⅱ） 次のいずれにも適合すること 

ア 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーショ
ン事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の
理学療法士等が、通所介護相当サービス事業所を訪問し、当
該事業所の機能訓練指導員等が共同して利用者の身体状況
等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。 

イ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活
機能の向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練
指導員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に
提供していること。 

ウ アの評価に基づき、個別機能訓練計画の進捗状況等を３

月ごとに１回以上評価し、利用者又はその家族に対し、機能

訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必

要に応じて訓練内容の見直し等を行っていること。 

生活機能向上連携

加算Ⅱ１ 

 

200 単位/月 

生活機能向上連携

加算Ⅱ２ 

（運動器機能向上

加算を算定している

場合） 

100 単位/月 
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種類 単位数 備考 

口腔・栄養スクリーニ

ング加算Ⅰ 

（R3.4 月新設） 

20 単位/回 

次に掲げる基準に適合する通所介護相当サービス事業所の従業者

が、利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態の

スクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行った場合に、次に掲げ

る区分に応じ、１回につき左欄に掲げる単位数を所定単位数に加算

する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合において

は、次に掲げるその他の加算は算定せず、当該利用者について、当

該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場

合にあっては算定しない。 

 

・口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）  

次にのいずれにも適合すること。 

ア 利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態に

ついて確認を行い、当該利用者の口腔の健康状態に関する情報

（当該利用者の口腔の健康状態が低下しているおそれのある場合に

あっては、その改善に必要な情報を含む。）を当該利用者を担当する

介護支援専門員に提供していること。 

イ 利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の栄養状態について確

認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報（当該利用者が

低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を

含む）を当該利用者を担当する介護支援専門員提供していること。 

ウ 定員超過になっていないこと。 

エ 算定日が属する月が、次の基準のいずれにも該当しないこと。 

（1）栄養アセスメント加算を算定している又は当該利用者が栄養

改善加算若しくは選択的サービス複数実施加算の算定に係る栄養

改善サービスを受けている間である若しくは当該栄養改善サービスが

終了した日の属する月であること。 

（2）当該利用者が口腔機能向上加算若しくは選択的サービス複

数実施加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受けている間で

ある又は当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月である

こと 

 

・口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） 

次のいずれかに適合すること。 

ア 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（1）加算（Ⅰ）のア及びウに掲げる基準に適合すること。 

（2）算定日が属する月が栄養アセスメント加算を算定している又は

当該利用者が栄養改善加算若しくは選択的サービス複数実施加

算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間である若しくは当

該栄養改善サービスが終了した日の属する月であること。 

（3）算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上加算の算

定に係る口腔機能向上サービスを受けている間及び当該口腔機能

向上サービスが終了した日の属する月ではないこと。 

（次ページに続く） 

口腔・栄養スクリーニ

ング加算Ⅱ 

 

５単位/回 
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（口腔・栄養スクリー

ニング加算Ⅱ） 
 

（前ページより） 

 

イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

(1)加算（Ⅰ）のイ及びウに掲げる基準に適合すること。 

(2)算定日が属する月が栄養アセスメント加算を算定していない、
かつ当該利用者が栄養改善加算若しくは選択的サービス複数
実施加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間又は当
該栄養改善サービスが終了した日の属する月ではないこと。 

(3) 算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上加算若し
くは選択的サービス複数実施加算の算定に係る口腔機能向上
サービスを受けている間及び当該口腔機能向上サービスが終了
した日の属する月であること。 

科学的介護推進体

制加算 

（R3.4 月新設） 

40 単位/月 

次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市に届け出た
事業所が、利用者に対し通所介護相当サービスを行った場合は、
１月につき 40 単位を所定単位数に加算する。 

ア 利用者ごとのＡＤＬ値（ＡＤＬの評価に基づき測定した値
をいう。）、栄養状態、口腔機能、認知症（法第５条の２第
１項に規定する認知症をいう。）の状況その他の入所者の心
身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出して
いること。 

イ 必要に応じてサービス計画を見直すなど、通所介護相当サー

ビスの提供に当たって、アに規定する情報その他通所型介護相

当サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用

していること。 

処遇改善加算Ⅰ 
所定単位数×

59／1000 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃
金の改善等を実施しているものとして市に届け出た通所型サービ
ス事業所が、利用者に対し、通所介護相当サービスを行った場合
は、当該基準に掲げる区分に従い、、1 月につき、左欄に掲げる
単位数を所定単位数に加算する。 

ただし、左欄に掲げるいずれかの加算を算定している場合において
は、左欄に掲げるその他の加算は算定しない。 

処遇改善加算Ⅱ 
所定単位数×

43／1000 

処遇改善加算Ⅲ 
所定単位数×

23／1000 

特定処遇改善加算

Ⅰ 

所定単位数×

12／1000 

別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の
賃金の改善等を実施しているものとして市に届け出た通所介護相
当サービス事業所が、利用者に対し、通所型サービスを行った場
合は、当該基準に掲げる区分に従い、1 月につき、次に掲げる単
位数を所定単位数に加算する。ただし、左欄に掲げるいずれかの
加算を算定している場合においては、左欄に掲げるその他の加算
は算定しない。 

特定処遇改善加算

Ⅱ 

所定単位数×

10／1000 
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通所型サービスＡ（Ａ７）の加算一覧   （※下記は、令和３年 4 月 1 日現在の単位数です。）  

通
所
型
サ
ー
ビ
ス
Ａ
（
Ａ
７
）
各
種
加
算 

 

種類 単位数 備考 

送迎加算 片道 25 単位  

利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが
必要と認められる利用者に対して、その居宅と事業所との間の送迎
を行う場合は、片道につき所定単位数を加算する。 

通所型Ⅰ 上限 8 回      

通所型Ⅱ 上限 18 回 

人員配置加算 

通所型Ⅰ 

100 単位/月  

省令第１４０条の６３の６第１項第１号イに規定する基準の
例による基準に適合する人員配置を行っている場合は、１月につき
所定単位数を加算する。 

 (1) 人員配置加算Ⅰ（通所型Ⅰを算定している場合） 

 (2) 人員配置加算Ⅱ（通所型Ⅱを算定している場合） 

＊１回ごとの場合は、２５単位を加算（上限は左記単位数） 

通所型Ⅱ  
195 単位/月 

個別サービス 

計画加算 
 70 単位/月 

通所型サービス基準要綱第４２条に規定する通所型サービス個
別計画を作成し、次に掲げる基準に適合している場合は、１月につ
き所定単位数を加算する。 

(1) 通所型サービスＡの管理者（以下「管理者」という。）が、通所
型サービス個別計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくと
も１月に１回は、当該計画に係る利用者の状態、当該利用者に
対するサービスの提供状況等について、ケアプランを作成している包
括等に報告するとともに、３月に１回程度、モニタリングを行っている
こと。  

(2) 管理者が、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービ
スの提供に係るケアプランを作成した包括等に報告していること。 

(3) 管理者が、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて通所型サ
ービス個別計画の変更を行っていること。 

運動器機能向上
加算 

225 単位/月 通所介護相当サービスの基準に準ずる。 

若年性認知症 

利用者受入加算 
240 単位/月 通所介護相当サービスの基準に準ずる。 

生活機能向上 

グループ加算 
100 単位/月 通所介護相当サービスの基準に準ずる。 

栄養アセスメント加
算 （R3.4 月新設） 50 単位/月 通所介護相当サービスの基準に準ずる。 

栄養改善加算 200 単位/月 通所介護相当サービスの基準に準ずる。 

口腔機能向上加算Ⅰ」 150 単位/月 

通所介護相当サービスの基準に準ずる。 
口腔機能向上加算Ⅱ 

（R3.4 月新設） 
160 単位/月 

選択的サービス複数
実施加算Ⅰ 480 単位/月 

通所介護相当サービスの基準に準ずる。 

選択的サービス複数
実施加算Ⅱ 700 単位/月 
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※通所介護相当サービスを準用する場合、「通所介護相当サービス」とあるのは「通所型サービス A」と読み

替えるものとする。 

通
所
型
サ
ー
ビ
ス
Ａ
（
Ａ
７
）
各
種
加
算 

 

種類 単位数 備考 

事業所評価加算 120 単位/月 
通所介護相当サービスの基準
に準ずる。 

サービス提供体制強化加算

Ⅰ（R3.4 月変更） 

通所型Ⅰ  88 単位/月（22 単位/回）  

通所介護相当サービスの基準
に準ずる。 

※1 回ごとの場合の単位数の
上限は月額単位まで。 

通所型Ⅱ 176 単位/月（22 単位/回）  

サービス提供体制強化加算

Ⅱ（R3.4 月変更） 

通所型Ⅰ 72 単位/月（18 単位/回）  

通所型Ⅱ 144 単位/月（18 単位/回）  

サービス提供体制強化加算

Ⅲ（R3.4 月変更） 

通所型Ⅰ24 単位/月（6 単位/回） 

通所型Ⅱ48 単位/月（6 単位/回） 

生活機能向上連携加算Ⅰ 

（R3.4 月新設） 

100 単位/月 

通所介護相当サービスの基準

に準ずる。 

（加算Ⅰは３月に 1 回を限

度とする） 

生活機能向上連携加算Ⅱ１ 200 単位/月 

生活機能向上連携加算Ⅱ２ 100 単位/月 

口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ  

（R3.4 月新設） 
1 回につき 20 単位 通所介護相当サービスの基準

に準ずる。（6 月に 1 回を限
度とする） 

口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ  1 回につき 5 単位 

科学的介護推進体制加算 

（R3.4 月新設） 
40 単位/月  

通所介護相当サービスの基準

に準ずる。 

処遇改善加算Ⅰ 22 単位/回  

厚生労働大臣が定める基準

（平成２７年厚生労働省告

示９５号）（旧介護予防通

所介護に係るものに限る。）の

例により各区分の基準に適合

すると市に届出ている事業所

は、通所型サービスＡを提供す

るごとに各区分の単位数を加

算する。 

通所型Ⅰ 上限 4 回  

通所型Ⅱ 上限 9 回 

処遇改善加算Ⅱ 16 単位/回  

処遇改善加算Ⅲ    8 単位/回 

特定処遇改善加算Ⅰ 4 単位/回 
通所型Ⅰ 上限 4 回  

通所型Ⅱ 上限 9 回 特定処遇改善加算Ⅱ 3 単位/回 
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４ 月額包括報酬の日割り請求について 

・以下の対象事由に該当する場合、日割りで算定する。該当しない場合は、月額包括報酬で算定する。  

・日割りの算定方法については、実際に利用した日数にかかわらず、サービス算定対象期間（※）に応じ

た日数による日割りとする。具体的には、用意された日額のサービスコードの単位数に、サービス算定対象

日数を乗じて単位数を算定する。 

 ※サービス算定対象期間：月の途中に開始した場合は、起算日から月末までの期間。  

                  月の途中に終了した場合は、月初から起算日までの期間。 

※１  ただし、利用者が月の途中で他の保険者に転出する場合を除く。月の途中で、利用者が他の保険者に転出する
場合は、それぞれの保険者において月額包括報酬の算定を可能とする。  

※２  終了の起算日は、引き続き月途中からの開始事由がある場合についてはその前日となる。  

 月途中の事由 起算日（※２） 

開
始 

・区分変更（要支援Ⅰ⇔要支援Ⅱ） 

・区分変更（事業対象者→要支援） 
変更日 

・区分変更（要介護→要支援） 

・サービス事業所の変更（同一サービス種類のみ）（※１） 

・事業開始（指定有効期間開始） 

・事業所指定効力停止の解除 

契約日 

・利用者との契約開始 契約日 

・介護予防特定施設入居者生活介護 

又は介護予防認知症対応型共同生活介護の退居（※１） 
退居日の翌日 

・介護予防小規模多機能型居宅介護の契約解除（※１） 契約解除日の翌日 

・介護予防短期入所生活介護 

又は介護予防短期入所療養介護の退所（※１） 
退所日の翌日 

・公費適用の有効期間開始 開始日 

・生保単独から生保併用への変更 

 （６５歳になって被保険者資格を取得した場合） 
資格取得日 

終

了  

・区分変更（要支援Ⅰ⇔要支援Ⅱ） 

・区分変更（事業対象者→要支援） 
変更日 

・区分変更（事業対象者→要介護） 

・区分変更（要支援→要介護） 

・サービス事業所の変更（同一サービス種類のみ）（※１） 

・事業廃止（指定有効期間満了） 

・事業所指定効力停止の開始 

契約解除日 

 

（廃止・満了日） 

（開始日） 

・利用者との契約解除 契約解除日 

・介護予防特定施設入居者生活介護 

又は介護予防認知症対応型共同生活介護の入居 （※１） 
入居日の前日 

・介護予防小規模多機能型居宅介護の利用者の登録開始（※１） 
サービス提供日（通い、 

訪問又は宿泊）の前日 

・介護予防短期入所生活介護 

又は介護予防短期入所療養介護の入所（※１） 
入所日の前日 

・公費適用の有効期間終了 終了日 
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Ⅳ. 指定について 

１ 事業所指定 

指定制度について 

介護保険法に基づく 介護予防・日常生活支援総合事業のサービス 事業者となるには、富士見市長の指

定を受ける必要があります。総合事業 のサービス 事業者 は、要支援認定を受けた被保険者 や基本チェッ

クリスト該当の被保険者 に対して 総合事業 のサービス を提供したときは、当該被保険者が受けるべき 総

合事業 のサービス費の支払いを、被保険者に代わり受ける（法定代理受領）ことができるようになります。 

また、サービスの種類によっては、介護保険法に基づく指定申請とは別に、老人福祉法など関連法令等に

基づく申請や届出などが必要な場合があります。 

 

指定有効期限 

指定の有効期間は６年です。ただし、指定訪問介護事業所及び指定通所介護事業所は、当該指定を

受けている期間の満了日までとします。（介護の指定と総合事業の指定の満了日を合わせます） 

 

新規申請の書類提出期限 

指定予定日の 1 か月前までです。なお、必ず市と事前協議したうえで申請してください。 

 

指定申請様式について 

様式は市ホームページ（トップ＞くらし・手続き＞保険・年金＞介護保険＞事業所の方へ＞指定申請・変

更届等の様式一覧（ダウンロード））からダウンロードが可能です。別紙２の「富士見市 介護予防・日常

生活支援総合事業 指定事業者の指定 確認リスト」を参照し、必要書類の提出をお願いします。 

 

注意事項 

１. 通所型サービスＡは、要介護者とは別に定員を定める必要があることから、その内容によっては（地域

密着型）通所介護の指定変更が必要となる場合がありますのでご注意ください。 

２. 指定申請は保険者ごとに必要となります。他の市町村の利用者がいる場合の手続き方法等につきまし

ては、該当市町村へお問い合わせください。 

３. 通所型サービス C は、市との委託契約となりますので、新規にご検討の場合は、高齢者福祉課までお

問い合わせください。 
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２ 提出書類の留意事項 

総合事業は、介護サービスとは別のサービスであるため、法人の定款変更や事業所の運営規程、契約書及

び重要事項説明書が別途必要となります。 
 

（1）法人の定款について 

次の記入例を参考に、総合事業を行う旨を新たに位置付けてください。 

記入例 

「介護保険法に基づく第１号訪問事業」 又は 「介護保険法に基づく第１号通所事業」 

 

＊相当サービス、サービス A いずれの実施においても、上記の記載が必要となります。 

＊定款の変更に当たっては、所管する行政機関がある場合、事前に確認が必要です。 

＊社会福祉法人で、第２種社会福祉事業として「老人居宅介護等事業」や「老人デイサービス事業」を規

定している場合、定款の変更は不要です。 

 

（2）運営規程、契約書及び重要事項説明書について 

1. サービスの表記の変更について 

下記のように記載する必要があります。 

記入例 

「第１号訪問事業」  又は  「第１号通所事業」 

 

2. 運営の方針について 

「運営の方針」において、総合事業の提供により目指す方針等を規定することをご検討ください。 

 

3. 記録の整備について 

  総合事業に係る報酬請求の消滅時効が５年であることから、総合事業の指定事業所が整備する記録の

保存年限は５年間としますので、ご留意ください。 

 

4. 通所型サービスＡにおける利用定員について（運営規程） 

運営規程中の「利用定員」について、サービス A の場合は、「介護」と「サービス A」で分けた表記をお願い

します。（次ページ参照） 
 

 サービスＡの運営規程 記載例 注記 

通所型 

サ－ビス

Ａ 

第○条 事業所の利用定員は、通所介護〇人、第１号通所事業サービス

Ａ〇人とする。 

 サービスＡの場合は、介
護・サービスＡで分けた表
記にしてください。 
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5. 従業者の職種、員数及び職務の内容について（運営規程） 

運営規程の「従業者の職種、員数及び職務の内容」について、サービス A の場合は「介護」と「サービス A」

で分けた表記をお願いします。なお、「介護」と「サービス A」で兼務をする場合は、その旨明記してください。 
 

 

 サービスＡの運営規程 記載例 注記 

通所型 

サ－ビスＡ 

 

(通所介護と

一体的な運

営の場合) 

第○条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 

１ 通所介護 

(１) 管理者  １人 （常勤・第１号通所事業の管理者と兼務） 

     管理者は、○○○○○○を行う。 

(２) 従業者    

生活相談員  ○人（○○○○） 

生活相談員は、○○○○○○を行う。 

介護職員   ○人（○○○○） 

看護職員   ○人（○○○○） 

       介護職員及び看護職員は○○○○○○を行う。 

    機能訓練指導員 ○人（○○○○） 

                    機能訓練指導員は、○○○○○○を行う。 

          ※以下その他の職種を記載 
 

 ２ 第１号通所事業（通所型サービス A） 

(１) 管理者  １人 （常勤・通所介護の管理者と兼務） 

      管理者は、○○○○○○を行う。 

(２) 従業者    

生活相談員  ○人（常勤・通所介護の生活相談員と兼務） 

生活相談員は、○○○○○○を行う。 

介護職員   ○人（常勤・通所介護の介護職員と兼務） 

                 介護職員は○○○○○○を行う。 

 

訪問型 

サ－ビスＡ 

 

(訪問介護と

一体的な運

営の場合) 

第○条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 
 

１ 訪問介護 

(１) 管理者  １人 （第１号訪問事業の管理者と兼務） 

        管理者は、○○○○○○を行う。  

(２) サービス提供責任者 ○人（第１号訪問事業のサービス提供責任者
と兼務） 

サービス提供責任者は、○○○○○○を行う。 

(３) 訪問介護員等 常勤換算 ２．５名以上 

      訪問介護員等は、○○○○○○を行う。 

   ※以下その他の職種を記載 
 

２ 第１号訪問事業（訪問型サービス A） 

(１)  管理者 １人 （常勤・訪問介護の管理者と兼務） 

      管理者は、○○○○○○を行う。  

 (２)   サービス提供責任者 必要数 

（常勤・訪問介護のサービス提供責任者と兼務） 

サービス提供責任者は、○○○○○○を行う。 

 (３) 訪問介護員等 必要数 

      訪問介護員等は、○○○○○○を行う。 

 

職種の後ろの（ ）
には、 

・常勤/非常勤 

・専従/兼務 

について記載してくださ
い。兼務する場合は、
兼務するサービス名・職
種を明記してください。 

 

【記載例】 

（常勤・通所介護の
生活相談員と兼務） 

人員基準を満たすた
め、勤務シフトも考慮
して必要な職員数以
上を配置し、その人
数以上で柔軟に対
応したい場合は、「○
名以上」と記載するこ
ともできます。 

職種の後ろの（ ）
には、 

・常勤/非常勤 

・専従/兼務 

について記載してくださ
い。兼務する場合は、
兼務するサービス名・職
種を明記してください。 

 

訪問介護の人員基
準を満たした上で、
総合事業「○名以
上」と記載することも
できます。 
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3 関連手続きについて 
 

（1）老人福祉法に基づく届出（認可） 

介護サービス事業所としての指定申請とは別に、老人福祉法に基づく届出が必要となりますので、同時に届

出を行ってください。なお、届出及び設置認可申請については、単独型の総合事業、及び地域密着型通

所介護と供用する総合事業の場合は、富士見市長（高齢者福祉課）宛てとなります。それ以外の場合

は全て、埼玉県知事（西部福祉事務所）宛てとなります。 

 

（2）介護サービス事業の業務管理体制整備に係る届出 

介護サービス事業を新規で行う事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。 

地域密着型及び総合事業を行う事業者であって、すべての事業所等が富士見市のみに所在する事業者

は、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を富士見市長（高齢者福祉課）宛てに届け

出ることが必要です。届け出の様式は市ホームページ（トップページ>オンラインサービス>申請書のダウンロ

ード>介護保険・総合事業など）よりダウンロードしてください。 

また、地域密着型サービス以外の介護サービスと供用して総合事業を行う場合は、埼玉県知事（西部福

祉事務所）宛てとなります。なお他のサービスと供用の場合、指定又は許可を受けている事業所又は施設

の数に応じて業務管理体制整備の内容が異なりますので、詳細は西部福祉事務所にお問合わせください。 

 

（3）介護サービスの情報公表制度について 

介護サービス情報公表制度は、利用者自身が介護サービス事業所を適切に選択できるよう情報提供の仕

組みとして導入された制度です。介護保険法により介護サービス事業者は、介護サービス情報について、介

護サービスを提供する事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならないとさ

れています（法第 115 条）。そのため、まずは書面調査票（基本情報）を「新規指定を申請した窓口」

に提出する必要がありますが、地域密着型及び総合事業の場合、「新規指定を申請した窓口」は市となり

ます。市より県へ転送することになりますので、新規指定の手続きの際に、あわせてご提出ください。 

なお制度の詳細については、埼玉県高齢者福祉課または埼玉県指定情報公表センター（TEL:048-

612-3150）へお問い合わせください。 

 

４ 指定を受けた後の変更届、再開届、廃止・休止届について 

総合事業の サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他介護保険法施行規則 

第 140 条の 63 の 5 第 1 項 に定める事項に変更があったとき、又は休止していた当該事業を再開した 

ときは、変更又は再開した日から 10 日以内にその旨を市長に届け出る必要があります 。また、 当該事業

を廃止又は休止しようとするときは 、 廃止又は休止の日の 1 月前までにその旨を富士見市長（高齢者

福祉課）に届け出てください。 ただし廃止・休止等の場合は、適正な事業運営を確保するため、必ず事前

に相談してください。 
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Ⅴ. その他 

１ ケアマネジメントについて  

ケアマネジメントの区分 

利用するサービスにより、「介護予防支援」と「介護予防ケアマネジメント」に区分されます。 

※予防給付とは、介護予防通所リハビリテーション（デイケア）・介護予防短期入所生活介護（ショートステイ）・介護予防短期入所療養介護
（医療型ショートステイ）・介護予防訪問入浴介護・介護予防訪問看護・介護予防訪問リハビリテーション・介護予防居宅療養管理指導・介護

予防小規模多機能型居宅介護・介護予防認知症対応型通所介護・介護予防福祉用具貸与などのサービス費や、特定介護予防福祉用具購
入費の支給・介護予防住宅改修費の支給などです。 

 

 

介護予防ケアマネジメントの類型 

 ケアマネジメントＡ 

（原則的なケアマネジメント） 

ケアマネジメントＣ 

（初回のみのケアマネジメント） 

特記事項 

アセスメントによってケアプラン原案を作成

し、サービス担当者会議を経て決定す

る。また、利用者の状況等に応じてサービ

スの変更も行う。 

初回のみのケアマネジメントを実施

し、「元気に過ごしていくための取組

み」シート（生活の目標・改善すべき

課題・解決への具体的対策等を記

載）を作成して利用者へ交付し、理

解してもらった上で行う。 

利用条件 

・訪問Ａ、通所Ａを利用する場合 

・通所Ｃを利用する場合 

・その他地域包括支援センターが必要と

判断した場合 

・一般介護予防事業のうち、健康増

進センターの集中型介護予防教室

（はつらつ教室）を利用する場合 

 

 

ケアマネジメントの市への届出について 

１. 介護予防（介護予防ケアマネジメント）サービス計画届出書の様式は、市ホームページ（トップぺージ

右下、オンラインサービス＞申請書のダウンロード＞事業所向け・各種ダウンロード）に掲載しています。 

２. 住所地特例対象者は、富士見市を経由して施設所在市町村に届出を行いますので、富士見市内の

サービス付き高齢者向け住宅等にお住まいの方の届出先は富士見市です。 

利用サービス 

 

プランの種類 

要支援者 事業対象者 

プラン 

作成者 
予防給付 

のみ ※ 

予防給付と 

総合事業 

総合事業 

のみ 

総合事業 

のみ 

介護予防支援  ○ ○ × × 居宅/包括 

介護予防 

ケアマネジメント 
× × 

○  居宅/包括 

 ○ 包括のみ 
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報酬単価について 

算定項目 
委託料 

（参考） サービスの内容 
単位数 

（令和３年４月～） 

ケアマネジメント A の基本報酬 （※１）  438 単位/月 4,363 円 

ケアマネジメント A の基本報酬＋初回加算 ※2 （※１）  738 単位/月 7,243 円 

ケアマネジメント A の基本報酬＋居宅連携加算 （※１）  738 単位/月 4,363 円 

ケアマネジメント A の基本報酬＋初回加算＋居宅連携加算 （※１） 1,038 単位/月 7,243 円 

ケアマネジメント C の基本報酬 289 単位/月 なし 

（令和 3 年 4 月 1 日現在／１単位当たりの単価＝６級地 10.42 円） 

※１ 令和 3 年 4 月 1 日～9 月 30 日の間は、所定単位数に 1 単位追加して算定します。 

※2 初回加算の算定要件 

・新規に介護予防ケアマネジメントを実施する場合  

（新規とは、過去 2 か月以上、介護予防ケアマネジメントを提供しておらず、介護予防ケアマネジメントが算

定されていない場合を指します。) 

・要介護者だった方が、要支援者または事業対象者として介護予防ケアマネジメントを実施する場合 

（要支援者が更新せずに事業対象者に移行した場合、２か月間は算定不可） 

 

ケアマネジメント費の請求について 

給付管理票の提出と介護予防支援費の請求を国保連合会に対して行います。 

 

介護予防支援費、介護予防ケアマネジメント費の請求について 

・日割りは行いません。月途中での変更に関しては下記のとおりです。 

※住所地特例の場合、保険者は富士見市のままであり、変更後の事業者のみ月額包括報酬の算定が

可能です。 

内容 請求コード 

介護予防支援 「46」から始まるコード 

介護予防ケアマネジメント 「AF」から始まるコード 

月途中の事由 算定 

事業者の変更がある場合（転出を除く） 変更後の事業者のみ月額包括報酬の算定が可能 

他の保険者に転出する場合        

（住所地特例を除く ※） 
それぞれの保険者において月額包括報酬の算定が可能 

要介護度に変更がある場合 月末における要介護度に応じた報酬を算定 

生保単独から生保併用へ変更がある場合

（65 歳になって被保険者資格を取得した場合）  
それぞれにおいて月額包括報酬の算定が可能  
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2 住所地特例者について  

住所地特例者の審査支払の流れ 

 

 

 

富士見市の被保険者が他市町村の事業所を利用する場合 

 住所地特例者 住所地特例以外 

ケアマネジメント 事業所所在地包括 富士見市包括 

事業所指定 手続不要 富士見市の指定が必要 

地域区分 
事業所所在地（他市）の

地域区分 

保険者（富士見市）の地域区分

（６級地） 

請求先 事業所所在地を管轄する国保連 

 

他市町村の被保険者が富士見市の事業所を利用する場合 

 住所地特例者 住所地特例以外 

ケアマネジメント 富士見市包括 保険者包括 

事業所指定 手続不要 保険者の指定が必要 

地域区分 
事業所所在地（富士見市）

の地域区分（６級地） 
保険者（他市）の地域区分 

請求先 埼玉県国保連 
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Ⅵ. Q&A 

１ 指定・基準に関して      

種別 項目 質問 回答 

共通 事業所指定

について 

サービス A の指定を受けるため

の法人格の条件はあるか。 

法人格による条件はないので、社会福祉法人、株

式会社や NPO 法人でも指定を受けることができま

す。 

共通 事業所指定

について 

富士見市からサービス A の指

定を受けた場合、他市町村か

らの受け入れはどうなるのか。 

他市町村から利用者を受け入れる場合、当該市

町村からの指定が必要となります。指定の手続きに

ついては当該他市町村にお問い合わせください。 

２市１町管内の場合は、サービスＡの基準・単

位数を統一していることから、サービスＡでの指定

を受け、利用者を受け入れてください。 

共通 事業対象者 

について 

サービス A の指定を受けない

と、事業対象者の受け入れは

できないのか。 

相当サービスの利用は、特段の事情がある場合に

限定されることから、特段の事情のない事業対象

者を受け入れる場合は、サービス A の指定を受け

る必要があります。 

通所 人員基準 サービス A における従事者は、

15 人を超えると利用者 1 人に

つき必要数となっているが、必

要数を 1 名と判断したのであれ

ば、何名受け入れてもよいの

か。(例えば 100 名の利用者

に対し 2 名の従事者でも基準

は満たすのか) 

通所介護の規定では、15 人を超えると利用者 1

人につき 0.2 人以上が必要となります。サービス

A における必要数の目安は、通所介護の基準を

緩和し、利用者 1 人につき 0.1 人以上を想定し

ていますので、必要な従事者を配置してください。

なお、別紙 1-5「通所型サービス A と一体的に実

施した場合の必要人員早見表」も参照してくださ

い。 

通所 指定基準 通所介護とサービス A を一体

的に提供する場合の定員の考

え方は 

（地域密着型）通所介護とサービス A を同一時

間に一体的に提供する場合は、（地域密着型）

通所介護とサービス A の定員を、それぞれ分けて

設定する必要があります。 

通所 指定基準 通所介護とサービス A を一体

的に提供する場合、場所を分

ける必要があるか。 

明確に分ける必要はありませんが、プログラム内容

を区分するなど、要介護者・要支援者・事業対象

者それぞれの処遇に影響のないよう配慮してくださ

い。 

通所 指定基準 上記 Q&A によると、通所介護

とサービス A を一体的に提供す

る場合、「プログラム内容を区

分する」とのことだが、送迎・入

浴・散歩・機能訓練・レク等

は、すべて要介護者と要支援

サービス A においては、要支援者・事業対象者の

自立支援に資する取組みを行っていただくことを想

定しているので、その目的から逸脱するものでない

限り、要介護者と要支援者・事業対象者を分けず

にサービス提供をすることができます。ただし、すべて

の取組みを分けずに実施することは、自立支援に

資する取組みを行っているとは言えないと考えます。 
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者・事業対象者を分けて行わ

なければならないのか。 

通所 人員基準 通所介護とサービス A を一体

的に提供する場合、プログラム

を分けるにも関わらず、職員の

兼務が認められている（別紙

1-3）のはなぜか。 

お示しした人員基準は指定を受けるための最低基

準を定めたものであり、兼務をせず通所介護とサー

ビス A のそれぞれに、所定の人員配置をしていただ

けるのであればお願いいたします。 

通所 指定基準 提供時間が３時間未満では

算定できないのか。 

算定できません。 

通所 指定基準 現在、定員 10 名で通所介護

を運営しているが、面積的には

余裕があるので、今後は通所

介護を 10 名定員、サービス A

を 10 名定員で一体的に運営

するとした場合、地域密着型

通所介護ではなくなるのか。 

サービス A の定員に関わらず、通所介護の定員が

18 名以下の場合は地域密着型通所介護となり

ます。 

通所 指定基準 現在、定員 20 名で通所介護

を運営しているが、今後は通所

介護を 15 名定員、サービス A

を 5 名定員で一体的に運営す

るとした場合、地域密着型通

所介護となるのか。 

サービス A の定員に関わらず、通所介護の定員が

18 名以下の場合は地域密着型通所介護となる

ことから、地域密着型通所介護へ移行することとな

ります。 

通所 人員基準 現在、定員 10 名で通所介護

を運営しているので、看護師を

配置していないが、今後、通所

介護を 10 名定員、サービス A

を 10 名定員で一体的に運営

するとした場合、看護師は配置

しなければならないか。 

サービス A の人員基準において、看護師は必置で

はありません。要介護者だけで介護給付の基準を

満たしていればよいので、ご質問のケースにおいて

は、看護師の配置はなくても基準を満たします。し

かしながら、必要な場合に備え、医療機関との連

絡体制の確保に努めてください。 

通所 人員基準 サービス A の人員基準におい

て、看護職員・機能訓練指導

員がいないが、通所介護と兼

務できるのか。兼務できるなら、

通所介護における「専従」が緩

和されていると理解してよいの

か。 

通所介護とサービス A を一体的に実施する場合、

従事者が専従要件を満たしているとみなせるため、

看護職員や機能訓練指導員は兼務が可能となり

ます。 

通所 指定基準 サービス A 利用者のサービス担

当者会議には誰が出席するこ

とになるのか。 

生活相談員の出席を想定しています。 
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通所 送迎について 送迎はドアからドアまでが必要

か。また、送迎をしない場合、ケ

アプランや個別サービス計画に

位置づける必要があるか。 

サービス A においては、送迎の有無を選択できます

ので、利用者やケアマネジャーと調整の上、決定し

ていただくとともに、送迎なしの場合はケアプランや

個別サービス計画に位置づけることが望ましいと考

えます。なお、送迎加算を算定するなら、現行通り

ドアからドアまでの送迎が必要となります。 

通所 個別サービス

計画加算 

個別サービス計画加算は、計

画を作成し、現在毎月行ってい

るモニタリングを３月に１回行う

等するだけで算定できるのか。 

個別サービス計画加算は、①個別サービス計画の

作成、②１月に１回地域包括支援センターに報

告、③３月に１回程度のモニタリング、④必要に

応じた計画の見直し、を行うことにより算定が可能

となります。 

通所 その他 通所型サービス A の運営基準

にある、「必要な場合の個別サ

ービス計画の作成」とはどんな

意味か。 

通所型サービス A において、個別サービス計画の

作成は任意となります。ただし、個別サービス計画

加算を算定するためには作成が必要となります。 

通所 その他 当事業所は現在、月曜から金

曜までの営業だが、今後はそれ

を維持したうえで土曜にサービ

ス A に特化した営業をすること

は可能か。 

可能です。ご質問の場合、月曜から金曜を「通所

介護」と「相当サービス」、土曜日を「サービス A」と

して指定を受けることができます。 
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２ サービスに関して  

種別 項目 質問 回答 

訪問 サービス 市認定者を派遣できるかどうか

はどこで判断するのか。 

地域包括支援センター（及び委託を受けた居宅

介護支援事業所）によるケアマネジメントとサービ

ス担当者会議において判断します。 

訪問 サービス 要支援者への身体介護はどの

ように考えるか。 

要支援者への身体介護は特別な事情がある場合

にのみ行うことを想定しています。なお、市認定者

が身体介護を行うことはできません。 

訪問 サービス 事業対象者が、週２回を超え

た利用（P9）を想定していな

い理由は。 

サービス A(A3)は、地域支援事業実施要綱にて

国が定める額 (=相当サービス・A2）を上限とす

ることとされているためです。上限額の範囲内でサー

ビスを組み合わせることは可能ですが、事業対象

者・要支援１の方の上限は、A2 の訪問型独自サ

ービスⅡ・2,349 単位（令和 3 年 4 月 1 日現

在）となり、これを超えることは想定しておりません。

（ただしケアマネジメントにより必要性が認められた

場合に例外的に可能な場合があるので、その際は

高齢者福祉課にお問い合わせください。） 

参考:厚生労働省・事務連絡「介護予防・日常

生活支援総合事業における「国が定める単価」に

ついて」(H30.12.21) 

訪問 サービス サービス A において可能となる

訪問介護（生活援助）の範

囲は。 

相当サービス・サービス A ともに、老計 10 号（平

成 12 年 3 月 17 日「訪問介護におけるサービス

行為ごとの区分について」）において規定されてい

る範囲でサービス提供を行う必要があります。ペット

の散歩等は、サービス A の指定を受けたとしても行

えません。 
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３ 報酬に関して  

種別 項目 質問 回答 

ケアマネジ

メント 

初回加算 介護予防支援・介護予防ケア

マネジメントについて、初回加算

を算定できる場合とできない場

合の例示をお願いしたい。 

初回加算を算定できるのは次の場合です。 

①過去２か月以上、介護予防支援費又は介護

予防ケアマネジメント費が算定されていない場合

に、介護予防サービス・支援計画書を作成（アセ

スメント実施を含む。）した場合 

②要介護者が要支援認定を受けた場合又は事

業対象者となった場合 

 

次のような場合は、初回加算を算定できません。 

①要支援者が認定の更新をして、総合事業のサ

ービス(相当・A)を利用した場合 

②要支援者が事業対象者となった場合（又はそ

の逆の場合） 

③予防給付のサービスを使うことになり介護予防ケ

アマネジメントから介護予防支援に移行した場合

（又はその逆の場合） 

参考:厚生労働省・総合事業 Q&A(H26.9.30

第 4 問 11 他) 

共通 級地(地域

区分) 

富士見市に住所を有したまま、

他市町村にて訪問型サービス

や、通所型サービスを利用した

場合、請求の際はどこの級地と

なるのか。 

富士見市外に所在する事業所を利用した場合

は、富士見市の級地（６級地）で請求することと

なります。（事業所は事前に富士見市から指定を

受けておく必要があります。） 

なお総合事業以外の介護サービスに係る報酬

は、介護報酬告示に基づいており、施設所在市町

村の級地に基づいて請求することとなります。 

住所地特例者の場合は、すでに他市町村の住

民となっているため、特別な手続きは不要です。 

共通 月額包括

報酬 

訪問介護相当サービス(A2)、

通所介護相当サービス（A6)

において、契約解除せずに一時

的に入院する場合等は、月額

包括報酬となりますか。 

医療機関への入院に伴い月途中でサービス利用

が中断した場合、または医療機関からの退院に伴

い月途中からサービス利用を再開した場合は、日

割り計算は行わず、月額包括報酬となります。な

お、1 か月全て入院していた場合は給付費の請求

はできません。 

また、入院に伴い、サービス利用契約を解約した場

合は、契約解除日を起算日として日割り請求を行

うことになります。 
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４ その他  

種別 項目 質問 回答 

ケアマネ 

ジメント 

定款の変更

について 

居宅が介護予防ケアマネジメン

トの委託を受ける場合、定款の

変更は必要か。 

「第 1 号介護予防支援事業」の文言が、定款に

記載されていることが望ましいと考えます。 

 

 

  



訪問介護と訪問型サービスを一体的に実施する場合・単独実施の場合の基準(人員)  

指定基準 訪問介護と相当サービス(A2)を一体的に実施 訪問介護とサービス A(A3)を一体的に実施 サービス A を単独で実施 

人   

員   

基   

準 

考
え
方 

要支援者(事業対象者)と要介護者を合わせた数で介護給付

の基準を満たす 

従事者が専従要件を満たしているとみなし、要介護者数だけで介

護給付の基準を満たし、要支援者(事業対象者)にはサービス A

の基準を満たす 

サービス A の基準を満たす必要がある 

介
護
給
付
の
基
準 

・管理者  常勤・専従１以上 

※支障がない場合、他の職務、同一敷地内の他事業所等の

管理者業務に従事可能。 

 

・訪問介護員等 常勤換算 2.5 以上 

※資格要件:介護福祉士、実務者研修・初任者研修修了者 

                 

・サービス提供責任者 

常勤の訪問介護員等のうち、利用者 40 人に 1 以上 

※資格要件：介護福祉士、実務者研修修了者 

※一部非常勤職員も可能 

・管理者  常勤・専従１以上 

※支障がない場合、他の職務、同一敷地内の他事業所等の管

理者業務に従事可能。 

 

・訪問介護員等 常勤換算 2.5 以上 

※資格要件:介護福祉士、実務者研修・初任者研修修了者 

                 

・サービス提供責任者 

常勤の訪問介護員等のうち、利用者 40 人に 1 以上 

※資格要件：介護福祉士、実務者研修修了者 

※一部非常勤職員も可能 

  

 

総
合
事
業
の
基
準 

・管理者  常勤・専従１以上 

※支障がない場合、他の職務、同一敷地内の他事業所等の

管理者業務に従事可能。 

 

・訪問介護員等 常勤換算 2.5 以上 

※資格要件:介護福祉士、実務者研修・初任者研修修了者 

                 

・サービス提供責任者 

常勤の訪問介護員等のうち、利用者 40 人に 1 以上 

※資格要件：介護福祉士、実務者研修修了者 

※一部非常勤職員も可能。 

・管理者  専従１以上 
※支障がない場合、他の職務、同一敷地内の他事業所等の管
理者業務に従事可能。 
 
・訪問介護員等 必要数 
※資格要件：介護福祉士、実務者研修・初任者研修修了者 
                 市が規定する研修修了者（入門的研修・サービス 
                 A における訪問介護従事者研修修了者）        

※市が規定する研修修了者の場合、訪問介護において必要とな
る常勤換算 2.5 以上の勤務時間の中に、サービス A での勤務時
間は算定できません。 
 
・訪問事業責任者(サービス提供責任者) 必要数 
※資格要件：介護福祉士、実務者研修修了者、市が規定する
研修修了者（入門的研修・初任者研修修了者） 

・管理者  専従１以上 

※支障がない場合、他の職務、同一敷地内の他事

業所等の管理者業務に従事可能。 

 

・訪問介護員等 必要数 

※資格要件：介護福祉士、実務者研修・初任者研

修修了者、 市が規定する研修修了者（入門的研

修・サービスＡにおける訪問介護従事者研修修了

者） 

 

・訪問事業責任者(サービス提供責任者) 必要数 

※資格要件:介護福祉士、実務者研修修了者、  

市が規定する研修修了者（入門的研修・初任者研

修修了者） 

具
体
例 

【例】利用者が要介護者 40 人、 

                    要支援者(事業対象者)80 人の場合 

 

 → ・ 訪問介護員等 常勤換算 2.5 人以上 

     ・ サービス提供責任者 3 人以上 

【例】利用者が要介護者 40 人、 

       要支援者(事業対象者)80 人の場合 

→・ (要介護)   訪問介護員等 常勤換算 2.5 人以上 

   ・ (要支援)   訪問介護員等  必要数 

   ・サービス提供責任者 1 人以上＋訪問事業責任者１人以上 

【例】要支援者(事業対象者)80 人の場合 

 

 → ・訪問介護員等  必要数 

     ・サービス提供責任者 必要数(1 人以上) 

別紙１-１ 



 

訪問介護と訪問型サービスを一体的に実施する場合・単独実施の場合の基準(設備・運営) 

指定基準 訪問介護と相当サービス(A2)を一体的に実施 訪問介護とサービス A(A3)を一体的に実施 サービス A を単独で実施 

設
備
基
準 

介
護 

・事業の運営に必要な広さを有する専用の区画 

 

・必要な設備・備品 

・事業の運営に必要な広さを有する専用の区画 

 

・必要な設備・備品 

  

総
合 

・事業の運営に必要な広さを有する専用の区画 

 

・必要な設備・備品 

・事業の運営に必要な広さを有する専用の区画 

 

・必要な設備・備品 

・事業の運営に必要な広さを有する専用の区画 

 

・必要な設備・備品 

運  

営  

基  

準 

介
護
給
付
の
基
準 

・個別サービス計画の作成 

・運営規程等の説明・同意 

・提供拒否の禁止 

・衛生管理等 

・秘密保持等 

・事故発生時の対応 

・廃止・休止の届出と便宜の提供        等 

・個別サービス計画の作成 

・運営規程等の説明・同意 

・提供拒否の禁止 

・衛生管理等 

・秘密保持等 

・事故発生時の対応 

・廃止・休止の届出と便宜の提供        等 

  

総
合
事
業
の
基
準 

・個別サービス計画の作成 

・運営規程等の説明・同意 

・提供拒否の禁止 

・衛生管理等 

・秘密保持等 

・事故発生時の対応 

・廃止・休止の届出と便宜の提供        等 

・個別サービス計画の作成 

・運営規程等の説明・同意 

・提供拒否の禁止 

・従業者の清潔の保持、健康状態の管理 

・従業者又は従業者であった者の秘密保持 

・事故発生時の対応 

・廃止・休止の届出と便宜の提供            等 

・個別サービス計画の作成 

・運営規程等の説明・同意 

・提供拒否の禁止 

・従業者の清潔の保持、健康状態の管理 

・従業者又は従業者であった者の秘密保持 

・事故発生時の対応 

・廃止・休止の届出と便宜の提供            等 

 

  

別紙１-２ 



通所介護と通所型サービスを一体的に実施する場合・単独実施の場合の基準(人員) 

指定基準 通所介護と相当サービス(A6)を一体的に実施 通所介護とサービス A(A7)を一体的に実施 サービス A を単独で実施 

人   

員   

基   

準 

考
え
方 

従事者が専従要件を満たしているとみなし、要支援者(事業対

象者)と要介護者を合わせた数で介護給付の基準を満たす 

従事者が専従要件を満たしているとみなし、要介護者数だ

けで介護給付の基準を満たし、要支援者(事業対象者)

にはサービス A の基準を満たす 

サービス A の基準を満たす必要がある 

介
護
給
付
の
基
準 

・管理者  常勤・専従 1 以上 

※ 支障がない場合、他の職務、同一敷地内の他事業所等の

管理者業務に従事可能。 

 

・生活相談員 専従 1 以上 ■ 

・看護職員 専従 1 以上（通所+相当の定員が 11 名以上の場合） 

・介護職員～15 人専従 1 以上 

               15 人～ 利用者 1 人に専従 0.2 以上 

（※生活相談員・介護職員の 1 以上は常勤） 

 

・機能訓練指導員 1 以上★ 

・管理者  常勤・専従 1 以上 

※ 支障がない場合、他の職務、同一敷地内の他事業所

等の管理者業務に従事可能。 

 

・生活相談員 専従 1 以上 ■ 

・看護職員 専従 1 以上（通所の定員が１１名以上の場合） 

 

・介護職員～15 人専従 1 以上 

               15 人～ 利用者 1 人に専従 0.2 以上 

（※生活相談員・介護職員の 1 以上は常勤） 

 

・機能訓練指導員 1 以上★ 

  

総
合
事
業
の
基
準 

・管理者  常勤・専従 1 以上 

※ 支障がない場合、他の職務、同一敷地内の他事業所等の

管理者業務に従事可能。 

 

・生活相談員 専従 1 以上 ■ 

・看護職員 専従 1 以上 

・介護職員～15 人専従 1 以上 

              15 人～ 利用者 1 人に専従 0.2 以上 

（※生活相談員・介護職員の 1 以上は常勤） 

・機能訓練指導員 1 以上★ 

・管理者  専従 1 以上 

※ 支障がない場合、他の職務、同一敷地内の他事業所

等の管理者業務に従事可能。 

 

・生活相談員 専従 1 以上■(通所介護との兼務可能) 

 

・従事者    ～15 人専従 1 以上 

              15 人～ 利用者 1 人に必要数 

    

・管理者  専従 1 以上 

※ 支障がない場合、他の職務、同一敷地内の他事

業所等の管理者業務に従事可能。 

 

・生活相談員 専従 1 以上 

 

・従事者    ～15 人専従 1 以上 

              15 人～ 利用者 1 人に必要数 

 

 ※必要な場合に備え、医療機関との連絡体制を確

保しておくこと。 

具
体
例 

【例】利用者が要介護者 20 人、 

         要支援者(事業対象者)10 人の場合 

→ 介護職員４人以上 

【例】利用者が要介護者 20 人、 

         要支援者(事業対象者)10 人の場合 

→ 介護職員 2 人以上 + 従事者 1 人以上 

【例】要支援者(事業対象者)20 人の場合 

 

→  従事者 2 人以上 

■生活相談員 資格要件：社会福祉士、社会福祉主事(3 科目主事）、精神保健福祉士、ケアマネジャー、介護福祉士、又は同等能力を有する者 

★機能訓練指導員 資格要件：理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師（はり師又はきゅう師については、理学療法士、作業療法士、

言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で 6 か月以上機能訓練指導に従事した経験を有するものに限る）

別紙１-３ 



 

通所介護と通所型サービスを一体的に実施する場合・単独実施の場合の基準(設備・運営) 

指定基準 通所介護と相当サービス(A6)を一体的に実施 通所介護とサービス A(A7)を一体的に実施 サービス A を単独で実施 

設  

備  

基  

準 

考
え
方 

要支援者(事業対象者)と要介護者を合わせた数で介護給付の基準を満たす必要がある サービス A の基準を満たす必要がある 

介
護
給
付
の
基
準 

・食堂・機能訓練室（３㎡×利用定員以上） 

 

・静養室・相談室・事務室 

 

・消火設備その他の非常災害に必要な設備 

 

・必要なその他の設備・備品 

・食堂・機能訓練室（３㎡×利用定員以上） 
 
・静養室・相談室・事務室 
 
・消火設備その他の非常災害に必要な設備 
 
・必要なその他の設備・備品 

  

総
合
事
業
の
基
準 

・食堂・機能訓練室（３㎡×利用定員以上） 
 
 
 
・静養室・相談室・事務室 
・消火設備その他の非常災害に必要な設備 
・必要なその他の設備・備品 

・食堂・機能訓練室（３㎡×利用定員以上） 
※機能訓練等は「プログラムを分ける」「時間を分ける」
「場所を区切る」等の配慮が必要 
 
・静養室・相談室・事務室 
・消火設備その他の非常災害に必要な設備 
・必要なその他の設備・備品 

・サービスを提供するために必要な場所 
  （2.5 ㎡×利用定員以上） 
 
・必要な設備・備品 
 
*消火設備やその他非常災害に必要な設備がない場
合、避難マニュアルの作成が必要。 

運  

営  

基  

準 

介
護
給
付
の
基
準 

・個別サービス計画の作成 
・運営規程等の説明・同意 
・提供拒否の禁止 
・衛生管理等 
・秘密保持等 
・事故発生時の対応 
・廃止・休止の届出と便宜の提供           等 

・個別サービス計画の作成 
・運営規程等の説明・同意 
・提供拒否の禁止 
・衛生管理等 
・秘密保持等 
・事故発生時の対応 
・廃止・休止の届出と便宜の提供           等 

  

総
合
事
業
の
基
準 

・個別サービス計画の作成 
・運営規程等の説明・同意 
・提供拒否の禁止 
・衛生管理等 
・秘密保持等 
・事故発生時の対応 
・廃止・休止の届出と便宜の提供           等 

・必要な場合の個別サービス計画の作成 
・運営規程等の説明・同意 
・提供拒否の禁止 
・従業者の清潔の保持、健康状態の管理 
・従業者又は従業者であった者の秘密保持 
・事故発生時の対応 
・廃止・休止の届出と便宜の提供            等 

・必要な場合の個別サービス計画の作成 
・運営規程等の説明・同意 
・提供拒否の禁止 
・従業者の清潔の保持、健康状態の管理 
・従業者又は従業者であった者の秘密保持 
・事故発生時の対応 
・廃止・休止の届出と便宜の提供            等 

別紙１-４ 



通所型サービス A と一体的に実施した場合の必要人員早見表
  

通所型サービス A の利用者数 

通
所
介
護
の
利
用
者
数 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

0   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 ③ 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 ③ ③ 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 ③ ③ ③ 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 ③ ③ ③ ③ 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 ③ ③ ③ ③ ③ 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 ② 3 3 3 3 ③ ③ ③ ③ ③ ③ 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 ② ② 3 3 3 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 ② ② ② 3 3 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ 

9 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 ② ② ② ② 3 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ 

10 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 ② ② ② ② ② ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ 

11 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 ② ② ② ② ② ② ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ 

12 1 1 1 1 2 2 2 2 2 ② ② ② ② ② ② ② ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ 

13 1 1 1 2 2 2 2 2 ② ② ② ② ② ② ② ② ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ 

14 1 1 2 2 2 2 2 ② ② ② ② ② ② ② ② ② ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ 

15 1 2 2 2 2 2 ② ② ② ② ② ② ② ② ② ② ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ 

16 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ④ ④ ④ ④ ④ ④ ④ ④ ④ ④ 

17 2 2 2 2 3 3 3 3 3 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ④ ④ ④ ④ ④ ④ ④ ④ ④ ④ 

18 2 2 2 3 3 3 3 3 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ④ ④ ④ ④ ④ ④ ④ ④ ④ ④ 

19 2 2 3 3 3 3 3 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ④ ④ ④ ④ ④ ④ ④ ④ ④ ④ 

20 2 3 3 3 3 3 ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ④ ④ ④ ④ ④ ④ ④ ④ ④ ④ 

21 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 ④ ④ ④ ④ ④ ④ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ 

22 3 3 3 3 4 4 4 4 4 ④ ④ ④ ④ ④ ④ ④ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ 

23 3 3 3 4 4 4 4 4 ④ ④ ④ ④ ④ ④ ④ ④ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ 

24 3 3 4 4 4 4 4 ④ ④ ④ ④ ④ ④ ④ ④ ④ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ 

25 3 4 4 4 4 4 ④ ④ ④ ④ ④ ④ ④ ④ ④ ④ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ ⑤ 

○囲み数字は、従来の通所介護の基準よりも緩和となる部分 

*上記の表はあくまでも人員配置の最低基準を定めたものであり、業務に支障のない人員配置を行ってください。 
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提出 様式番号等 内　　容
新規申請
確認欄

更新申請
確認欄

参考様式

必須 様式第１号 富士見市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書

様式第１号付表１ 指定事業者の指定に係る記載事項（訪問介護相当）

様式第１号付表２ 指定事業者の指定に係る記載事項（訪問型サービスＡ）

様式第１号付表３－１ 指定事業者の指定に係る記載事項（通所介護相当）

様式第１号付表３－２ 通所介護相当（２単位目以降）

様式第１号付表４－１ 指定事業者の指定に係る記載事項（通所型サービスＡ）

様式第１号付表４－２ 通所型サービスＡ（２単位目以降）

添付書類２－（１） 申請者の登記事項証明書又は条例等

添付書類２－（２） 建物の構造概要及び各室の用途を明示した平面図及び設備の概要

添付書類２－（３） 運営規程

添付書類２－（４） 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 ○

添付書類２－（５） 当該申請事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 ○

添付書類２－（６） 当該申請事業に係る資産の状況（次の①～⑤）

①決算書（貸借対照表、損益計算書）

②資産の目録

③事業計画書

④収支予算書

⑤損害保険証書の写し等

添付書類２－（７） 第１号事業費算定に係る体制等に関する届出書 ○

添付書類２－（７）別紙 介護予防・日常生活支援総合事業の第１号事業費算定に係る体制等に関する一覧表 ○

添付書類２－（８） 誓約書 ○

備考

【受付日】    　　年　　月　　日

【確　認】書類不足　□なし　□あり

【不足内容】

【修正内容】

申請に係る事業所の名称

富士見市　介護予防・日常生活支援総合事業　指定事業者の指定 確認リスト

１　この用紙もご提出ください。
２　連絡先欄は、実際に書類を作成した方のお名前をご記入ください。
　　お問合せ等がある場合に使用します。
３　選択様式は、予定しているサービスにより必要な書類のみを作成し提出してください。
４　参考様式は、必ず使用しなければならない様式ではなく、参考様式の内容程度に整備された書面がある時
　　は、その書面に変えることができます。
５　書類の提出の際は、上記のリストの順番により「様式第１号」を一番上にして提出してください。
６　添付書類等は、Ａ４版のサイズに収まるように調整してください。
７　受領確認が必要な事業所は、市に提出する書類とは別に、「申請書（様式第１号）」のコピーを１部ご持参
　　ください。受領印を押してお返しいたします。

選択

必須

連絡先 （お名前）　　　　　　　　　　　　　　　　様　　（連絡先電話番号）

別紙２ 


